
市町村職員中央研修所「巡回アカデミー」実施要綱 

 

平成２７年４月２７日 制  定 

 

 市町村職員中央研修所（以下「ＪＡＭＰ」という。）は、都道府県市町村振興協会、都道府県などが

設置する広域的に市町村職員研修を行う機関（以下「広域研修機関」という。）と連携し、次のとおり

「巡回アカデミー」を実施する。 

 

１ 目 的 

ＪＡＭＰと広域研修機関が連携し、ＪＡＭＰでの研修受講が困難な市町村の職員等に対して、Ｊ

ＡＭＰが実施している高度で専門的なカリキュラムを短期研修として提供し、もって当該市町村の

職員等の能力向上を図る。 

 

２ 研修科目 

  原則として巡回アカデミーを実施する年度の前年度にＪＡＭＰが実施した研修科目のカリキュラ

ムを基本として設定するものとし、詳細は広域研修機関とＪＡＭＰが協議して決定する。 

 

３ 研修方法 

ＪＡＭＰで研修科目を担当した講師が講義を行うとともに、実践的な課題演習等の時間を充実さ

せるものとする。 

 

４ 研修期間 

  原則として３日間とする。 

 

５ 開催地 

  広域研修機関とＪＡＭＰが協議して決定する。 

 

６ 研修定員 

  原則として５０名以内とする。 

 

７ 研修受講者 

  管理職を中心とする市町村職員を主対象とする。ただし、都道府県職員、ＮＰＯ法人関係者の参

加も可とする。 

  なお、原則として広域研修機関が担当する地域内において募集を行うが、当該地域外から受講希

望がある場合の取扱いについては、広域研修機関とＪＡＭＰが協議して決定する。 

  



８ 役割分担及び経費負担 

原則として次のとおりとし、詳細は広域研修機関とＪＡＭＰが協議して決定する。 

 (1) 研修企画及び講師の選定は、ＪＡＭＰが行い、広域研修機関に協議して決定する。また、講師

との交渉及び連絡は、ＪＡＭＰが行い、広域研修機関に報告する。これらに係る連絡調整経費は、

ＪＡＭＰが負担する。 

なお、上記役割の全部又は一部について、広域研修機関が行うことを妨げない。これらに係る

連絡調整経費は、広域研修機関が負担する。 

 (2) 研修会場の確保は、広域研修機関が行い、ＪＡＭＰに協議して決定する。広域研修機関が所有

する施設、設備の無償提供を基本とするが、やむを得ず民間の施設、設備を借り上げるときは、

当該経費をＪＡＭＰが負担する。 

 (3) 開催の周知及び広報、受講の募集及び申込受付並びに研修会場の設営は、広域研修機関が行い、

これらに係る経費は、広域研修機関が負担する。 

(4)  レジュメ等の資料調製は、広域研修機関とＪＡＭＰが共同して行う。これに係る経費は、広域

研修機関が負担する。 

（5） 講師の謝金及び旅費は、ＪＡＭＰが負担する。ただし、上記(1)のなお書きに基づき広域研修機

関が交渉を担当する講師の謝金及び旅費は、広域研修機関が負担する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。 


